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富士見市介護保険条例（平成１２年条例第６号）新旧対照表 

新 旧 

（保険料率及び確定保険料） （保険料率及び確定保険料） 

第１０条 平成３０年度から平成３２年度までの各年度における法第１

２９条第２項に規定する条例で定める保険料率（以下「保険料率」と

いう。）は、次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規

定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

第１０条 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における法第１

２９条第２項に規定する条例で定める保険料率（以下「保険料率」と

いう。）は、次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規

定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」

という。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ３０，８６４円 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」

という。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ２９，５９２円 

（２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４３，２０９円 （２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４１，４２８円 

（３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４６，２９６円 （３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４４，３８８円 

（４） 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５５，５５５円 （４） 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５３，２６５円 

（５） 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６１，７２８円 （５） 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ５９，１８４円 

（６） 次のいずれかに該当する者 ６８，５１８円 （６） 次のいずれかに該当する者 ６５，６９４円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３

６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第３

８条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。） 

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          



この項において同じ。）が１２５万円未満の者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないもの 

                      が１２５万円未満の者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１

２号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１

２号イに該当する者を除く。） 

（７） 次のいずれかに該当する者 ８０，２４６円 （７） 次のいずれかに該当する者 ７６，９３９円 

ア 合計所得金額が２００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が２００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該

当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該

当する者を除く。） 

（８） 次のいずれかに該当する者 １０１，８５１円 （８） 次のいずれかに該当する者 ９７，６５３円 

ア 合計所得金額が３００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が３００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を

除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を

除く。） 

（９） 次のいずれかに該当する者 １０４，９３７円 （９） 次のいずれかに該当する者 １００，６１２円 



ア 合計所得金額が４００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が４００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

（１０） 次のいずれかに該当する者 １１７，２８３円 （１０） 次のいずれかに該当する者 １１２，４４９円 

ア 合計所得金額が６００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が６００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

（１１） 次のいずれかに該当する者 １２３，４５６円 （１１） 次のいずれかに該当する者 １１８，３６８円 

ア 合計所得金額が８００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が８００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）

又は次号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）

又は次号イに該当する者を除く。） 

（１２） 次のいずれかに該当する者 １２９，６２８円 （１２） 次のいずれかに該当する者 １２４，２８６円 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満の者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満の者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号 イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号



の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。） 

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。） 

（１３） 前各号のいずれにも該当しない者 １３５，８０１円 （１３） 前各号のいずれにも該当しない者 １３０，２０４円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度における保険料率

は、同号の規定にかかわらず、２７，７７７円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率

は、同号の規定にかかわらず、２６，６３２円とする。 

３ （略） ３ （略） 

 

 


